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　今年10月から所得税・消費税・贈与税等に加えて相続税もｅ-Tax
による申告が可能となります。今年１月１日以降に相続等により
財産を取得した場合の申告が対象で、作成・送信できる帳票は「相
続税の総額の計算書」、「相続財産の種類別価額表」など。ただし、
納税猶予等の特例関係は対象外とされています。

e-Taxによる相続税の申告

9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER

16日 ・ 敬老の日
 23日 ・ 秋分の日
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国　税／ 8月分源泉所得税の納付 
 9月10日

国　税／ 7月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 9月30日

国　税／ 1月決算法人の中間申告 
 9月30日

国　税／ 10月、1月、4月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 9月30日
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　「
道
の
駅
」。
休
憩
や
旅
行
・
レ
ジ

ャ
ー
、
長
距
離
ド
ラ
イ
ブ
の
際
に
気

軽
に
立
ち
寄
る
こ
と
の
で
き
る
休
憩

施
設
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
数
も
増
え
て
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ

て
は
大
変
便
利
な
施
設
で
す
。

　
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
グ
ル
メ
が

味
わ
え
た
り
、
地
域
の
物
産
を
購
入

で
き
た
り
、
温
泉
や
オ
ー
ト
キ
ャ
ン

プ
場
が
併
設
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
開
催
、
道
の
駅

弁
当
や
切
符
な
ど
も
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。
最
近
で
は
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー

の
み
な
ら
ず
、
人
気
の
自
転
車
な
ど

の
ツ
ー
リ
ン
グ
の
休
憩
所
と
し
て
も

よ
く
利
用
さ
れ
ま
す
。
　

　
こ
の
よ
う
に
多
様
化
す
る
機
能
を

反
映
し
、「
道
の
駅
」
そ
の
も
の
を
目

的
地
と
し
た
観
光
客
も
増
加
し
て
い

ま
す
。

　
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
参
考
に
、「
道
の
駅
」
の
役
割
や

実
際
の
事
例
に
つ
い
て
み
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

１
　
概
要

　
道
の
駅
は
、
市
町
村
又
は
そ
れ
に

代
わ
る
公
的
団
体
が
設
置
し
、
市
町

村
長
か
ら
の
登
録
申
請
に
よ
り
、
国

土
交
通
省（
制
度
開
始
時
は
建
設
省
）

が
登
録
す
る
休
憩
施
設
と
地
域
振
興

施
設
が
一
体
と
な
っ
た
道
路
施
設
で

す
。

　
現
在
で
は
、
四
七
都
道
府
県
す
べ

て
に
「
道
の
駅
」
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
今
年
六
月
十
九
日
の
国
土
交
通

省
の
公
表
で
は
、
全
国
で
一
一
六
〇

駅
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

に
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標

示
に
関
す
る
命
令
が
改
正
さ
れ
、
道

の
駅
へ
の
案
内
標
識
が
初
め
て
正
式

に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
道
の
駅
は
、
道
路
利
用
者
の
た
め

の
「
休
憩
機
能
」、
道
路
利
用
者
や
地

域
の
人
々
の
た
め
の
「
情
報
発
信
機

能
」、
道
の
駅
を
核
と
し
て
そ
の
周
辺

地
域
の
ま
ち
が
連
携
す
る
「
地
域
の

連
携
機
能
」
と
い
う
３
つ
の
機
能
を

併
せ
持
っ
て
い
ま
す
。

　
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
旅
の
途
中
で
、

休
憩
の
場
、
買
い
物
の
場
、
道
路
交

通
情
報
、
観
光
情
報
、
食
事
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
求
め
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
ド
ラ
イ
バ
ー
の
要
求
を
満
た

す
こ
と
が
、
地
域
発
展
に
大
き
く
繋

が
る
こ
と
か
ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と
地

元
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
、｢

道
の

駅｣

は
個
性
を
広
げ
、
よ
り
魅
力
的

な
施
設
と
し
て
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

①

　休
憩
機
能

　
道
の
駅
の
利
用
目
的
で
最
も
多

い
の
が
、
休
憩
と
ト
イ
レ
の
利
用

で
す
。
ま
た
、
ベ
ビ
ー
コ
ー
ナ
ー

な
ど
の
子
育
て
施
設
も
整
備
さ

れ
、道
の
駅
の
利
用
者
の
多
数
が
、

道
の
駅
を
旅
行
の
行
程
に
組
み
込

ん
で
い
ま
す
。

②

　情
報
発
信
機
能

　
利
用
者
の
大
半
に
、
地
域
の
道

路
情
報
や
歴
史
・
文
化
・
観
光
等

の
情
報
発
信
等
の
公
的
な
施
設
と

し
て
の
役
割
が
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。

③

　地
域
の
連
携
機
能

　
利
用
者
（
消
費
者
）
の
立
場
か

ら
見
る
と
、
現
在
の
道
の
駅
は
地

元
の
水
産
物
や
農
産
物
な
ど
の
直

売
所
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
し
ょ

う
。

　
食
へ
の
安
全
性
へ
の
関
心
の
高

ま
り
か
ら
、生
産
者
の
顔
が
見
え
、

安
心
し
て
新
鮮
な
食
材
が
買
え
る

直
売
所
の
存
在
が
近
年
道
の
駅
の

人
気
を
高
め
た
原
動
力
で
あ
り
、

道
の
駅
の
増
加
を
支
え
て
き
た
と

い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ
お
店

に
行
か
な
く
て
も
、
そ
の
地
域
な

ら
で
は
の
特
産
品
が
売
っ
て
い
る

の
も
道
の
駅
の
魅
力
で
し
ょ
う
。

２
　
施
設

　
道
の
駅
は
、
二
十
四
時
間
利
用
可

能
な
一
定
数
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
や
ト

イ
レ
、
情
報
提
供
施
設
、
文
化
教
養

施
設
、
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施

設
な
ど
を
備
え
て
い
る
こ
と
な
ど
が

登
録
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
多
く
の
場
合
、
道
路
や
地
域
の
情

報
を
提
供
す
る「
案
内
人
」が
い
て
、

地
域
の
自
主
的
工
夫
の
な
さ
れ
た
施

設
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
地
域
の
文
化
・

名
所
・
特
産
物
な
ど
を
活
用
し
た
サ

ー
ビ
ス
（
農
産
物
直
売
所
、
売
店
、

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
）
が
提
供
さ
れ
て

「
道
の
駅
」その役割やモデルケース
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い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
十
六
年
十
月
の
新
潟

県
中
越
地
震
の
際
に
は
、
道
の
駅
が

道
路
利
用
者
や
周
辺
住
民
の
避
難
場

所
と
な
り
、
炊
き
出
し
や
仮
設
住
宅

が
供
給
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被
害
状

況
や
周
辺
住
民
の
安
否
確
認
と
い
っ

た
〝
情
報
発
信
基
地
〞
と
し
て
利
用

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て

道
の
駅
に
は
防
災
拠
点
機
能
が
追
加

さ
れ
、
断
水
時
で
も
使
用
可
能
な
ト

イ
レ
、
非
常
食
・
飲
料
水
の
備
蓄
、

停
電
時
の
非
常
用
電
源
の
確
保
等
が

な
さ
れ
た
施
設
も
増
加
し
て
き
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
施
設
に
関
し
て
は
、
道
路

管
理
者
の
国
や
都
道
府
県
が
基
本
的

な
施
設
で
あ
る
駐
車
場
や
ト
イ
レ
の

整
備
を
、
市
町
村
や
第
三
セ
ク
タ
ー

な
ど
の
公
的
な
団
体
が
地
域
側
施
設

を
設
置
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
　
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

　
地
域
の
生
産
者
や
事
業
者
か
ら
す

る
と
、
一
般
的
に
、
道
の
駅
は
ス
ー

パ
ー
等
へ
の
出
店
よ
り
も
販
売
手
数

料
の
費
用
が
安
く
抑
え
ら
れ
、
負
担

金
や
協
賛
金
と
い
っ
た
名
目
の
費
用

も
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
取
引

条
件
が
有
利
と
な
る
こ
と
が
多
く
、

口
座
の
開
設
や
品
質
の
要
求
水
準
が

低
く
、
小
規
模
の
生
産
者
や
、
新
規

参
入
の
生
産
者
で
も
取
引
を
し
て
も

ら
え
る
な
ど
敷
居
が
低
い
こ
と
が
多

い
の
が
特
徴
で
す
。
集
客
力
も
高
い

た
め
、
実
績
を
積
ん
で
い
く
こ
と
に

よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
は
広
が
り

ま
す
。

４
　
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

　
国
土
交
通
省
は
平
成
二
十
六
年
に
、

全
国
モ
デ
ル
と
し
て
六
駅
を
選
定
し

ま
し
た
。
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
し

て
、
特
に
優
れ
た
機
能
を
継
続
的
に

発
揮
し
て
い
る
道
の
駅
を
認
め
た
の

で
す
。
模
範
と
し
て
そ
の
成
果
を
広

く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る

機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
を
重
点
的
に

支
援
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
モ
デ
ル
と
な
っ
た
六
駅
を
順
に
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

⑴

　「川
湯
田
園
プ
ラ
ザ
」 

（
群
馬
県
川
場
村
）

　「
農
業
プ
ラ
ス
観
光
」
で
人
口

約
三
、七
〇
〇
人
の
村
に
年
間
約

一
二
〇
万
人
が
来
訪
し
て
お
り
、

リ
ピ
ー
ト
率
は
七
割
に
も
及
ぶ
。

　
園
内
で
は
朝
採
り
野
菜
・
ブ
ル

ー
ベ
リ
ー
や
乳
製
品
な
ど
の
地
域

資
源
を
活
か
し
、
果
物
狩
り
や
陶

芸
な
ど
の
体
験
や
イ
ベ
ン
ト
等
に

よ
り
、
村
民
と
来
訪
者
の
交
流
の

機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

⑵

　「も
て
ぎ
」 

（
栃
木
県
茂
木
町
）

　
真
岡
鉄
道
の
Ｓ
Ｌ
や
サ
ー
キ
ッ

ト
な
ど
地
域
の
魅
力
へ
の
ア
ク
セ

ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
ゲ
ー
ト
ウ

ェ
イ
機
能
を
有
す
る
。「
道
の
駅
」

が
農
家
か
ら
柚
子
等
を
全
量
買
取
、

手
作
業
で
加
工
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
商

品
（
三
三
種
類
）
を
開
発
、
販
売

し
て
い
る
。

⑶

　「と
み
う
ら
」 

（
千
葉
県
南
房
総
市
）

　
ビ
ワ
狩
り
体
験
企
画
な
ど
、
地

域
の
観
光
資
源
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

し
、
都
市
部
の
旅
行
会
社
へ
販
売

し
て
い
る
。
ま
た
、地
域
の
伝
統
・

文
化
の
継
承
、
交
流
の
た
め
の
取

り
組
み
も
行
っ
て
お
り
、
富
浦
人

形
劇
な
ど
、
地
域
の
伝
統
・
文
化

の
継
承
の
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ

て
い
る
。

⑷

　「萩
し
ー
ま
ー
と
」 

（
山
口
県
萩
市
）

　
地
元
業
者
と
共
に
、
魚
の
加
工

品
の
開
発
を
行
い
、そ
の
商
品
は
、

「
究
極
の
お
み
や
げ
」
等
様
々
な
賞

を
受
賞
し
て
い
る
。
萩
漁
港
の
水

揚
げ
高
の
約
一
五
％
を
販
売
し
、

地
産
地
消
に
寄
与
し
地
元
加
工
業

者
と
連
携
し
て
生
み
出
し
た
ヒ
ッ

ト
商
品
は
、
地
域
全
体
の
活
性
化

に
貢
献
し
て
い
る
。

⑸

　「
内
子
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ク
か

ら
り
」（
愛
媛
県
内
子
町
）

　
地
元
農
家
が
中
心
と
な
っ
た
商

品
開
発
を
行
い
、
町
内
の
農
産
品

販
売
額
の
一
五
％
を
占
め
て
い
る
。

Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
て
鮮
度
を
追
求
す

る
こ
と
で
、
安
全
安
心
な
農
産
物

提
供
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
出
荷

す
る
地
場
農
産
物
に
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
や
Ｐ
Ｏ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
を
導

入
。
販
売
情
報
が
連
絡
さ
れ
、
在

庫
に
合
わ
せ
て
出
荷
者
が
直
接
納

品
す
る
こ
と
で
鮮
度
向
上
を
追
求

し
て
い
る
。

⑹

　「遠
野
風
の
丘
」 

（
岩
手
県
遠
野
市
）

　
広
域
防
災
拠
点
と
し
て
高
度
な

防
災
機
能
を
分
担
し
て
い
る
。
東

日
本
大
震
災
で
は
、
復
旧
、
救
援

に
向
か
う
自
衛
隊
・
消
防
隊
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
後
方
支
援

拠
点
と
し
て
機
能
し
た
。
ま
た
、

産
業
振
興
の
拠
点
、
観
光
や
地
方

移
住
等
の
総
合
案
内
拠
点
と
な
っ

て
い
る
。
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相
続
は
、
人
生
に
お
け
る
難
題
の

一
つ
で
、
一
般
に
円
満
に
成
功
さ
せ

る
に
は
、
次
の
優
先
順
位
で
進
め
る

こ
と
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴

　争
族
対
策
…
…
話
し
合
い
だ
け

で
は
難
し
い
場
合
、
遺
言
が
効
果

的
で
す
。

⑵

　納
税
資
金
対
策
…
…
相
続
税
を

支
払
え
る
よ
う
に
考
え
て
お
く
こ

と
で
す
。

⑶

　節
税
対
策
…
…
生
前
贈
与
や
財

産
の
評
価
減
対
策
、
納
税
猶
予
制

度
の
活
用
な
ど
で
す
。

　
こ
の
う
ち
、
争
族
対
策
と
し
て
有

効
な
遺
言
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
式

が
あ
り
ま
す
。

⑴

　自
筆
証
書
遺
言
…
…
遺
言
者
が

遺
言
の
内
容
の
全
文
を
手
書
き
で

作
成
す
る
方
式

⑵

　公
正
証
書
遺
言
…
…
遺
言
者
が

遺
言
の
内
容
を
話
し
、
公
証
人
が

文
章
に
ま
と
め
て
作
成
す
る
方
式

⑶

　秘
密
証
書
遺
言
…
…
遺
言
を
書

面
で
作
成（
署
名
は
自
筆
）し
、
公

証
人
が
封
印
し
て
保
管
す
る
方
式

　
今
回
は
、
納
税
資
金
対
策
や
節
税

対
策
と
と
も
に
重
要
な
争
族
対
策
で

有
効
な
遺
言
の
う
ち
、今
年
か
ら「
自

筆
証
書
遺
言
」
が
、
変
更
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
具
体
的
な
改
正
点
と
自

筆
証
書
に
係
る
注
意
点
に
つ
い
て
、

整
理
し
て
説
明
し
ま
す
。

１
．
改
正
点
① 

　
　〈
遺
言
書
作
成
方
法
〉

⑴

　背
景

　
こ
れ
ま
で
自
筆
証
書
遺
言
は
、
遺

言
者
が
全
文
『
自
書
』
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
多
数
の
財
産
を
保
有
す

る
高
齢
者
等
に
と
っ
て
全
文
を
自
書

す
る
こ
と
は
か
な
り
の
労
力
を
伴
う

場
合
が
多
く
、
こ
の
点
が
自
筆
証
書

遺
言
の
利
用
を
妨
げ
る
要
因
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
自
書
の
要
件
を

一
部
緩
和
す
る
こ
と
で
、
利
便
性
の

向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

⑵

　内
容

　
遺
言
書
の
本
文
（
例
え
ば
「
別
紙

一
記
載
の
建
物
は
配
偶
者
に
相
続
さ

せ
る
」
な
ど
の
本
文
）
は
、
こ
れ
ま

で
同
様
、
全
て
自
書
で
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
全
文
自
書
し
た
本
文
に
財

産
目
録
を
貼
付
す
る
場
合
、
財
産
目

録
に
つ
い
て
は
自
書
の
必
要
が
な
く

な
り
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
に
よ
る
作
成

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
、
パ
ソ
コ

ン
で
は
な
く
、
遺
言
者
以
外
の
者
に

よ
る
代
筆
も
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
、
第
三
者
が
発
行
し
た
対
象
財
産

に
つ
い
て
正
確
な
内
容
が
記
載
さ
れ

た
書
類
（
不
動
産
の
登
記
事
項
証
明

書
、
預
貯
金
通
帳
の
写
し
な
ど
）
に

「
別
紙
○
」
な
ど
と
記
載
し
て
貼
付
す

る
方
法
も
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
自
書
に
よ
ら
な
い
財
産
目
録
を
作

成
し
た
場
合
に
は
、
財
産
目
録
の
各

ペ
ー
ジ
に
遺
言
者
の
署
名
押
印
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
用
紙
の
両

面
に
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

両
面
に
署
名
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
（
図
表
参
照
）。

改
正
さ
れ
便
利
に
な
っ
た
「
自
筆
証
書
遺
言
」

図表

※財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる。
（出典：法務省資料を基に作成）

遺言書
 

　別紙目録一及び二の不
動産を法務一郎に、別紙
目録三及び四の不動産を
法務花子に相続させる。

 
　　　令和元年七月五日
　　　　法務太郎　印

別紙目録
一　土地
　所在　東京都…
　地番　…
　地目　…
　地積　…
二　建物
　所在　東京都…
　家屋番号　…
　種類　…
　床面積　…
（↑パソコンで作成）
　　法務太郎　印

三　土地
　所在　大阪府…
　地番　…
　地目　…
　地積　…
四　建物
　所在　大阪府…
　家屋番号　…
　種類　…
　床面積　…
（↑パソコンで作成）
　　法務太郎　印

＋
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な
お
、
自
書
に
よ
ら
な
い
財
産
目

録
の
中
の
記
載
を
訂
正
す
る
場
合
の

方
法
も
、
自
書
に
よ
る
部
分
の
訂
正

と
同
様
、
遺
言
者
が
変
更
の
場
所
を

指
示
し
て
、
こ
れ
を
変
更
し
た
旨
を

付
記
し
て
こ
れ
に
署
名
し
、
か
つ
、

そ
の
変
更
の
場
所
に
印
を
押
さ
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶

　適
用
時
期

　
自
筆
証
書
遺
言
の
見
直
し
は
、
平

成
三
十
一
年
一
月
十
三
日
以
後
に
作

成
さ
れ
た
遺
言
書
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
ま
す
。

２
．
改
正
点
② 

　
　〈
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
〉

⑴

　背
景

　
従
来
、
自
筆
証
書
遺
言
は
、
保
管

制
度
が
無
か
っ
た
た
め
に
、
作
成
後

に
遺
言
書
を
紛
失
し
た
り
、
遺
言
書

が
複
数
出
て
き
た
り
す
る
ほ
か
、
相

続
人
に
よ
っ
て
隠
匿
ま
た
は
変
造
の

恐
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
今
回
、
公
的
機
関
で
遺

言
書
を
預
る
「
自
筆
証
書
遺
言
の
保

管
制
度
」
が
、
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

⑵

　内
容

①
　
保
管
申
請

ア
　
遺
言
者
は
遺
言
書
を
自
ら
遺

言
書
保
管
所
（
法
務
局
）
に
持

参
す
る
こ
と
で
、
遺
言
書
保
管

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

イ
　
遺
言
書
保
管
所
で
は
、
原
本

を
保
管
す
る
ほ
か
、
遺
言
書
を

画
像
デ
ー
タ
化
す
る
な
ど
し
て

電
磁
的
な
保
存
も
行
い
ま
す
。

ま
た
、
遺
言
書
が
法
務
省
令
で

定
め
る
様
式
に
該
当
し
て
い
る

か
の
チ
ェ
ッ
ク
も
行
い
ま
す
。

②
　
保
管
中

ア
　
保
管
制
度
を
利
用
し
て
い
る

遺
言
者
は
、
法
務
局
に
自
ら
出

向
い
て
本
人
確
認
書
類
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
い
つ
で
も
遺
言

書
の
返
還
や
閲
覧
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

イ
　
遺
言
者
の
存
命
中
は
、
遺
言

者
の
推
定
相
続
人
を
含
め
、
遺

言
者
本
人
以
外
が
遺
言
書
を
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
保
管

制
度
利
用
の
有
無
自
体
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

③
　
相
続
発
生
後

ア
　
遺
言
者
の
死
亡
後
、
遺
言
者

の
相
続
人
、
受
遺
者
、
遺
言
執

行
者
な
ど
は
、
全
国
の
法
務
局

に
お
い
て
、
電
磁
的
に
保
存
さ

れ
た
遺
言
内
容
な
ど
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
て
い
る
「
遺
言
書
情

報
証
明
書
」
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
遺
言
書
情
報
証

明
書
を
受
け
取
る
か
、
遺
言
書

の
閲
覧
を
行
っ
た
場
合
は
、
遺

言
者
の
そ
の
他
の
相
続
人
、
受

遺
者
お
よ
び
遺
言
執
行
者
な
ど

に
対
し
て
、
遺
言
書
が
保
管
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
法
務
局
か
ら

通
知
さ
れ
ま
す
。

イ
　
遺
言
書
の
存
在
を
相
続
人
が

知
ら
な
い
場
合
に
は
、
自
己
が

相
続
人
な
ど
に
該
当
す
る
遺
言

書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
法
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
、

保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

「
遺
言
書
保
管
事
実
証
明
書
」
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ウ
　
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度

を
利
用
し
た
遺
言
書
は
、
家
庭

裁
判
所
の
検
認
が
不
要
と
な
り

ま
す
。

⑶

　適
用
時
期

　
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
は
、

令
和
二
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

３
．
自
筆
証
書
遺
言 

　
　
作
成
の
ポ
イ
ン
ト

⑴

　遺
言
者
の
要
件

　
遺
言
能
力
と
し
て
、
次
の
二
つ
が

必
要
で
す
。

①
　
遺
言
時
に
十
五
歳
以
上
で
あ
る

こ
と
。

②
　
遺
言
時
に
意
思
能
力
が
あ
る
こ

と
。
認
知
症
等
で
意
思
能
力
が
な

い
場
合
に
は
、
遺
言
自
体
が
無
効

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
認
知
症
患

者
の
遺
言
能
力
の
有
無
を
精
神
医

学
的
観
点
か
ら
判
断
す
る
指
標
と

し
て
、
長
谷
川
式
ス
ケ
ー
ル
の
点

数
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑵

　作
成
日
の
自
書

　
作
成
日
の
記
載
の
自
書
が
絶
対
条

件
で
す
。
本
文
は
自
書
し
た
が
作
成

日
は
ス
タ
ン
プ
等
を
利
用
し
た
場
合

は
、
そ
の
遺
言
書
は
無
効
で
す
。
ま

た
、「
令
和
〇
年
〇
月
吉
日
」
と
い

う
記
載
も
作
成
日
が
特
定
で
き
な
い

た
め
、
無
効
と
な
り
ま
す
。
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　「
働
き
方
改
革
」
と
し
て
、
労
働
時

間
法
制
の
見
直
し
や
、
雇
用
形
態
に

関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確
保
の

た
め
の
制
度
改
正
が
、
今
年
四
月
以

降
よ
り
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
こ
の
う
ち
、
派
遣
労
働
者

の
待
遇
差
を
解
消
・
改
善
す
る
た
め

の
派
遣
法
の
改
正
点
に
つ
い
て
お
伝

え
し
ま
す
。

一

　改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　
不
合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
た

め
、次
の
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
り
、

派
遣
労
働
者
の
待
遇
を
確
保
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
（
令
和
二

年
四
月
一
日
施
行
）。

①
　
派
遣
先
均
等
・
均
衡
方
式

　
派
遣
先
が
派
遣
元
に
対
し
、
派
遣

先
の
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
、
こ
れ
を
受
け
た
派
遣
元

が
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
の
検
討
・

決
定
を
す
る
も
の
で
す
。

②
　
労
使
協
定
方
式

　
派
遣
元
事
業
主
が
、
過
半
数
労
働

組
合
又
は
労
働
者
の
過
半
数
代
表
者

と
の
労
使
協
定
を
締
結
し
、
こ
の
協

定
に
基
づ
い
て
待
遇
を
決
定
す
る
も

の
で
す
。

二

　派
遣
先
均
等
・
均
衡
方
式

㈠

　実
施
の
流
れ

　
派
遣
先
均
等
・
均
衡
方
式
は
、
次

の
手
順
で
行
い
ま
す
。

①
　
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
情
報

の
提
供
（
派
遣
先
か
ら
派
遣
元
に

対
し
て
提
供
）

　「
比
較
対
象
労
働
者
」
と
は
、
派
遣

先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
で

あ
っ
て
、
業
務
の
内
容
と
責
任
の
程

度
（
以
下
「
職
務
内
容
」
と
い
い
ま

す
。）、
職
務
内
容
と
配
置
の
変
更
範

囲
が
、
派
遣
労
働
者
と
同
一
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
提
供
す
る
待
遇
情
報
に
つ
い
て
は

㈡
で
触
れ
ま
す
。

②
　
派
遣
労
働
者
の
待
遇
の
検
討
・

決
定
（
派
遣
元
）

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
に
雇

用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡

を
考
慮
し
つ
つ
、
派
遣
労
働
者
の
職

務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、

能
力
又
は
経
験
そ
の
他
の
就
業
の
実

態
に
関
す
る
事
項
を
勘
案
し
て
賃
金
※

を
決
定
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

※
　
職
務
の
内
容
に
密
接
に
関
連
し

て
支
払
わ
れ
る
賃
金
以
外
の
賃
金

（
例
え
ば
、
通
勤
手
当
、
家
族
手

当
、
住
宅
手
当
、
別
居
手
当
、
子

女
教
育
手
当
）
を
除
き
ま
す
。

③
　
派
遣
料
金
の
交
渉（
派
遣
先
は
、

派
遣
元
が
均
等
・
均
衡
を
遵
守
で

き
る
よ
う
配
慮
）

④
　
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
（
派

遣
元
と
派
遣
先
）

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
か
ら

①
の
情
報
提
供
が
な
い
と
き
は
、
派

遣
先
と
の
間
で
労
働
者
派
遣
契
約
を

締
結
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

⑤
　
派
遣
労
働
者
へ
の
説
明
（
派
遣

元
）

⑥
　
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ

た
場
合
は
、
比
較
対
象
労
働
者
と

の
待
遇
の
相
違
等
の
説
明
（
派
遣

元
）

㈡

　派
遣
先
か
ら
派
遣
元
へ
の
情
報

の
提
供

　
比
較
対
象
労
働
者
を
選
定
し
た
派

遣
先
は
、「
待
遇
に
関
す
る
情
報
」

と
し
て
次
の
①
か
ら
⑤
の
情
報
を
派

遣
元
に
対
し
提
供
し
ま
す
。

①
　
比
較
対
象
労
働
者
の
職
務
内
容
、

職
務
内
容
と
配
置
の
変
更
範
囲
並

び
に
雇
用
形
態

②
　
比
較
対
象
労
働
者
の
選
定
理
由

③
　
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
（
昇
給
、
賞
与
そ

の
他
の
主
な
待
遇
が
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。）

④
　
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
そ

れ
ぞ
れ
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を

行
う
目
的

⑤
　
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
そ

れ
ぞ
れ
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

考
慮
し
た
事
項

㈢

　待
遇
情
報
の
提
供
に
関
す
る
留

意
点

　
情
報
提
供
の
方
法
や
保
存
そ
の
他

の
留
意
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
　
情
報
提
供
は
、
書
面
の
交
付
等

（
書
面
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル
等
）
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
派
遣
元
事
業
主
は
提
供
さ
れ
た

書
面
等
、
派
遣
先
は
当
該
書
面
等

の
写
し
を
労
働
者
派
遣
が
終
了
し

た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三

　労
使
協
定
方
式

㈠

　実
施
の
流
れ

　
労
使
協
定
方
式
は
、
次
の
手
順
で

派
遣
労
働
者
の

　
公
正
な
待
遇
の
確
保

　
　
　

  
〜
働
き
方
改
革
〜

派
遣
労
働
者
の

　
公
正
な
待
遇
の
確
保

　
　
　

  
〜
働
き
方
改
革
〜
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行
い
ま
す
。

①
　
通
知
で
示
さ
れ
る
最
新
統
計（
毎

年
六
〜
七
月
に
職
種
ご
と
の
賃
金

等
が
示
さ
れ
る
予
定
）
を
確
認

②
　
労
使
協
定
の
締
結
（
派
遣
元
）

　
過
半
数
労
働
組
合
又
は
過
半
数
代

表
者
（
過
半
数
労
働
組
合
が
な
い
場

合
に
限
り
ま
す
。）
と
派
遣
元
事
業

主
と
の
間
で
一
定
の
事
項
（
後
述
）

を
定
め
た
労
使
協
定
を
書
面
で
締
結

し
、
労
使
協
定
で
定
め
た
事
項
を
遵

守
し
て
い
る
と
き
は
、
一
部
の
待
遇

※
を
除
き
、
こ
の
労
使
協
定
に
基
づ

き
待
遇
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

※
　
労
使
協
定
方
式
を
採
用
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
教
育
訓

練
、
給
食
施
設
、
休
憩
室
及
び
更

衣
室
の
待
遇
は
、
派
遣
先
の
通
常

の
労
働
者
と
の
均
等
・
均
衡
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
　
労
使
協
定
の
周
知
・
報
告
（
派

遣
元
）

　
労
働
者
に
対
す
る
周
知
と
行
政
機

関
へ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

　
周
知
は
、
書
面
の
交
付
や
イ
ン
ト

ラ
ネ
ッ
ト
で
常
時
確
認
で
き
る
方
法
、

見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
等
の
方
法

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
行
政
機
関
へ
の
報
告
は
、
毎
年
度

六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
事
業

報
告
書
に
労
使
協
定
を
添
付
し
、
労

使
協
定
方
式
の
対
象
と
な
る
派
遣
労

働
者
の
職
種
ご
と
の
人
数
・
賃
金
額

の
平
均
額
を
報
告
し
ま
す
。

④
　
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
情
報

の
提
供
（
派
遣
先
）

　
派
遣
先
は
、
次
の
ア
、
イ
の
情
報

を
派
遣
元
に
対
し
て
提
供
し
ま
す
。

ア
　
派
遣
労
働
者
と
同
種
の
業
務
に

従
事
す
る
派
遣
先
の
労
働
者
に
対

し
て
、
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
能

力
を
付
与
す
る
た
め
に
実
施
す
る

教
育
訓
練

イ
　
給
食
施
設
、
休
憩
室
、
更
衣
室

⑤
　
派
遣
料
金
の
交
渉（
派
遣
先
は
、

派
遣
元
が
労
使
協
定
を
遵
守
で
き

る
よ
う
配
慮
）

⑥
　
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
（
派

遣
元
と
派
遣
先
）

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
か
ら

④
の
情
報
提
供
が
な
い
と
き
は
、
派

遣
先
と
の
間
で
労
働
者
派
遣
契
約
を

締
結
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

⑦
　
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明（
派

遣
元
）

⑧
　
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ

た
場
合
は
、
労
使
協
定
の
内
容
を

決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た

事
項
等
の
説
明
（
派
遣
元
）

㈡

　労
使
協
定
に
定
め
る
事
項

　
労
使
協
定
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、

①
か
ら
⑥
の
す
べ
て
の
事
項
を
定
め

る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
②
か
ら

⑤
ま
で
を
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
は
、

「
労
使
協
定
方
式
」は
適
用
さ
れ
ず
、

「
派
遣
先
均
等
・
均
衡
方
式
」
と
さ

れ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

①
　
労
使
協
定
の
対
象
と
な
る
派
遣

労
働
者
の
範
囲

②
　
賃
金
の
決
定
方
法
（
次
の
ア
及

び
イ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

ア
　
派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務

と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一
般

労
働
者
の
平
均
的
な
賃
金
の
額
と

同
等
以
上
の
賃
金
額
と
な
る
も
の

イ
　
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、

成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
等

の
向
上
が
あ
っ
た
場
合
に
賃
金
が

改
善
さ
れ
る
も
の

③
　
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、

成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
等

を
公
正
に
評
価
し
て
賃
金
を
決
定

す
る
こ
と

④
　
派
遣
元
事
業
主
の
通
常
の
労
働

者
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
）
と
の

間
に
不
合
理
な
相
違
が
な
い
待
遇

（
賃
金
を
除
く
）
の
決
定
方
法

⑤
　
労
使
協
定
の
対
象
と
な
る
派
遣

労
働
者
に
対
し
て
段
階
的
・
計
画

的
な
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と

⑥
　
そ
の
他

・
　
有
効
期
間
（
二
年
以
内
が
望
ま

し
い
）

・
　
労
使
協
定
の
対
象
と
な
る
派
遣

労
働
者
の
範
囲
を
一
部
に
限
定
す

る
場
合
は
、
そ
の
理
由

・
　
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
一

の
労
働
契
約
の
期
間
中
に
派
遣
先

の
変
更
を
理
由
に
、
協
定
の
対
象

と
な
る
派
遣
労
働
者
で
あ
る
か
否

か
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
こ
と

四

　そ
の
他
の
留
意
点

　
派
遣
元
事
業
主
と
派
遣
先
の
間
で

締
結
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
に
記
載

す
る
事
項
に
、
次
の
①
、
②
が
追
加

さ
れ
、
派
遣
元
事
業
主
に
よ
る
就
業

条
件
等
の
明
示
事
項
に
つ
い
て
は
、

①
の
事
項
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

①
　
派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務

に
伴
う
責
任
の
程
度

②
　
労
使
協
定
方
式
の
対
象
と
な
る

派
遣
労
働
者
に
限
る
か
否
か

　
こ
こ
で
掲
げ
た
も
の
以
外
に
も
、

改
正
に
伴
い
派
遣
元
・
派
遣
先
が
講

ず
べ
き
と
さ
れ
る
も
の
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
詳
細
は
都
道
府
県
労
働

局
や
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。



　９月１日は防災の日です。
　大正12年９月１日に発生した関東大震
災にちなんだものであり、また、この時期
に多い台風への心構えという意味も込めて
制定されたものです。
　近年日本では台風や豪雨による大きな被
害が相次ぎ、毎年のように「数十年に一度」、
あるいは「経験したことのない」といった
文言が聞かれます。
　また、避難勧告や避難指示が出ているに
も関わらず避難しない人が多かったことも
問題となっており、今年の３月には「避難
勧告等に関するガイドライン」（内閣府（防
災担当））が改定され、「大雨警報」などの
気象情報と、その際私たちが取るべき行動、
５段階の警戒レベルがひも付けられ、テレ
ビなどで氾濫する情報が分かりやすく整理
されました。
　国土交通省及び各自治体では災害時のハ

ザードマップ、つまり被害予測地図が作成
され、地震・水害・土砂災害などが起こっ
た場合の予想される被害地域、及び緊急避
難場所など、災害時の行動の指標となる情
報を得ることができます。
　ハザードマップはスマホやパソコンで閲
覧でき、市役所などでも配布されています。
ハザードマップを基に家庭や職場で緊急時
の取り決めをしっかり話し合い、もしもの
時にどう行動するかを普段から訓練するこ
とも大切です。
　前述の避難の問題では、「正常性バイア
ス」という心の働きについても触れられて
いました。何らかの異常事態が起きた時に
「これは正常の範囲内だ」と思い込んで、
心を平静に保とうとする働きのことです。
とっさの時に迅速に避難に踏み切るには、
やはり普段からの準備、話し合い、繰り返
しの訓練を行うことが大切です。防災の日
を機会に取り組みを始めましょう。

防災の日

　秋の夜長のお供に、おいしいフルーツテ
ィーはいかがでしょうか。
　お好きな果物をカットし、お好みで砂糖
と混ぜ合わせ、そこに熱い紅茶を注いでし
ばらく待てばでき上がりです。熱いままで
ももちろん、まだまだ暑い夜には氷を入れ
て冷たくしてもおいしく頂けます。
　この時期は夏の暑さで体が疲れている方
も多いと思います。ビタミン・ミネラル豊
富で疲労回復が望める果物や、冷房で冷え
た体を中から温めてくれる紅茶を使ったフ
ルーツティーは、これから迎える秋にもぴ
ったりの飲み物ですね。
　カフェインを気にされる方は、紅茶の代
わりにルイボスティーやハーブティーを使
われるのはいかがでしょうか。
　色々な種類の果物が店頭に並ぶ季節で
す。ぜひお好きな果物を使って作ってみて
下さい。

フルーツティー
　私
た
ち
の
体
の
パ
ー
ツ
の
中
で
一

番
自
分
の
目
に
入
る
と
こ
ろ
、
そ
れ

は
「
手
」
で
す
。
特
に
デ
ス
ク
ワ
ー

ク
で
パ
ソ
コ
ン
作
業
の
多
い
方
は
、

一
日
中
目
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　仕
事
中
イ
ラ
イ
ラ
し
て
し
ま
っ
た

時
、
少
し
気
分
転
換
を
し
た
い
時
、

席
を
立
っ
て
手
を
洗
い
、
ハ
ン
ド
ク

リ
ー
ム
を
丁
寧
に
塗
る
と
、
不
思
議

に
気
持
ち
が
落
ち
着
き
、
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
で
き
ま
す
。
男
性
は
あ
ま
り
ハ

ン
ド
ケ
ア
の
習
慣
が
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
名
刺
交
換
の
時
な
ど
、

手
は
意
外
と
人
の
目
に
つ
く
パ
ー
ツ

で
す
。き
れ
い
に
ケ
ア
さ
れ
た
手
は
、

そ
れ
だ
け
で
相
手
に
与
え
る
印
象
が

良
く
な
り
ま
す
。

　ク
リ
ー
ム
が
べ
た
つ
か
ず
、
仕
事

中
で
も
使
い
や
す
い
も
の
が
た
く
さ

ん
出
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
に
入
り

の
も
の
を
お
探
し
に
な
っ
て
下
さ
い
。

ハ
ン
ド
ケ
ア
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